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(57)【要約】
　導電性に優れ、高強度で、伸びにも優れる銅合金線、
この銅合金線を備える銅合金撚線、上記銅合金線又は上
記銅合金撚線を導体とする電線、この電線を備える端子
付き電線、及び銅合金線の製造方法を提供する。銅合金
線は、Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．
０２質量％以上０．１質量％以下含み、残部がＣｕ及び
不可避不純物である組成を備え、導電率が６０％ＩＡＣ
Ｓ以上であり、引張強さが４００ＭＰａ以上であり、破
断伸びが５％以上である。



(2) JP WO2015/093317 A1 2015.6.25

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．０２質量％以上０．１質量％以下含み
、残部がＣｕ及び不可避不純物である組成を備え、
　導電率が６０％ＩＡＣＳ以上であり、
　引張強さが４００ＭＰａ以上であり、
　破断伸びが５％以上である銅合金線。
【請求項２】
　析出物が分散した組織を備え、
　前記析出物は、前記Ｍｇ及び前記Ｐを含む化合物を有し、
　前記析出物の平均粒径が５００ｎｍ以下である請求項１に記載の銅合金線。
【請求項３】
　前記組成に加えて、更に、Ｆｅ，Ｓｎ，Ａｇ，Ｉｎ，Ｓｒ，Ｚｎ，Ｎｉ，及びＡｌから
選択される１種以上の元素を合計で０．０１質量％以上０．５質量％以下含有する請求項
１又は請求項２に記載の銅合金線。
【請求項４】
　前記Ｐに対する前記Ｍｇの質量比率であるＭｇ／Ｐが４以上３０以下である請求項１～
請求項３のいずれか１項に記載の銅合金線。
【請求項５】
　線径が０．３５ｍｍ以下である請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の銅合金線。
【請求項６】
　前記Ｃｕを含む母相の平均粒径が１０μｍ以下である、請求項１～請求項５のいずれか
１項に記載の銅合金線。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の銅合金線を含む銅合金撚線。
【請求項８】
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の銅合金線を含む撚線を更に圧縮成形してな
る銅合金撚線。
【請求項９】
　断面積サイズが０．０５ｍｍ２以上０．５ｍｍ２以下である請求項７又は請求項８に記
載の銅合金撚線。
【請求項１０】
　撚りピッチが１０ｍｍ以上２０ｍｍ以下である、請求項７～請求項９のいずれか１項に
記載の銅合金撚線。
【請求項１１】
　導体と、前記導体の表面を被覆する絶縁層とを備え、
　前記導体は、請求項１に記載の銅合金線、又は、請求項７又は請求項８に記載の銅合金
撚線である電線。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の電線と、前記電線の端部に装着された端子部とを備える端子付き電
線。
【請求項１３】
　Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．０２質量％以上０．１質量％以下含み
、残部がＣｕ及び不可避不純物である組成を備え、前記Ｍｇ及び前記Ｐが前記Ｃｕに固溶
された固溶素材を準備する固溶工程と、
　前記固溶素材を加熱して、前記Ｍｇと前記Ｐとを含む化合物が母相中に分散した組織を
備える時効素材を得る析出工程と、
　前記時効素材に複数パスの伸線加工を施して、所定の最終線径を有する伸線材であって
、導電率が６０％ＩＡＣＳ以上であり、引張強さが４００ＭＰａ以上である伸線材を得る
加工工程とを備え、
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　前記加工工程では、前記最終線径の１倍超１０倍以下の中間線径を有する中間材に中間
軟化処理を行う銅合金線の製造方法。
【請求項１４】
　前記固溶素材は、前記組成を備える銅合金を鋳造して、得られた鋳造材に溶体化処理を
施すことで製造する請求項１３に記載の銅合金線の製造方法。
【請求項１５】
　前記時効素材は、前記固溶素材に時効処理を施すことで製造する請求項１３又は請求項
１４に記載の銅合金線の製造方法。
【請求項１６】
　前記伸線材に、更に焼鈍を施して、この焼鈍後の線材の破断伸びを５％以上とする焼鈍
工程を備える請求項１３～請求項１５のいずれか１項に記載の銅合金線の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線の導体などに利用される銅合金線、銅合金撚線、上記銅合金線又は上記
銅合金撚線を導体とする電線、この電線を備える端子付き電線、及び銅合金線の製造方法
に関する。特に、導電性に優れ、高強度で、伸びにも優れる銅合金線に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電線の導体の素材には、高い導電率を有する純銅や銅合金が利用されている。特
開２００８－０１６２８４号公報（特許文献１）は、自動車用電線導体として、Ｃｕ－Ｍ
ｇ合金やＣｕ－Ｓｎ合金などの二元合金からなる硬質素線を撚り合わせた撚線を開示して
いる。また、特開２００８－０１６２８４号公報（特許文献１）は、上記硬質素線は引張
強さが高いため、撚線が破断し難いこと、自動車用電線の端部において上記導体に端子を
圧着して使用する場合に導体と端子との固着力（端子固着力）に優れること、電線に取り
付けた端子をコネクタハウジングに挿入するときに電線が座屈し難いことを開示している
。
【０００３】
　特開昭５８－１９７２４２号公報（特許文献２）は、放電加工電極線として、Ｍｇ及び
ＰとＳｎなどとを特定の範囲で含有する銅合金線を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－０１６２８４号公報
【特許文献２】特開昭５８－１９７２４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電線の導体を構成する線材として、導電性に優れ、高強度でありながら、曲げ特性や耐
衝撃性にも優れる銅合金線の開発が望まれている。特に、自動車に利用される電線の導体
には、軽量化のために線径を例えば０．３ｍｍ以下といった細径とすることが望まれる。
このような細径の線材であっても、導電率が６０％ＩＡＣＳ以上といった高い導電性と、
引張強さが４００ＭＰａ以上といった高い強度とを有しつつ曲げや衝撃にも強い、代表的
には伸びにも優れる銅合金線の開発が望まれる。
【０００６】
　特開２００８－０１６２８４号公報（特許文献１）に記載される撚線は、導電率及び引
張強さの双方が上述の要求範囲を満たす。しかし、硬過ぎて靭性に劣り、例えば、配索時
に曲げなどが加えられたり、端子をコネクタハウジングに挿入するときなどに衝撃などが
加えられたりすると、割れが生じたり、破断したりする恐れがある。一方、柔軟性を確保
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するために軟化した軟質材では、軟らか過ぎて強度に劣る。
【０００７】
　特開昭５８－１９７２４２号公報（特許文献２）は、ＭｇをＰと共存させることで強度
を向上させることを開示しているものの、引張強さを具体的に開示していない。また、特
開昭５８－１９７２４２号公報（特許文献２）では、強度だけでなく、曲げや衝撃に対し
ても優れる構成、及びその製造方法について検討されていない。
【０００８】
　そこで、本発明の目的の一つは、導電性に優れ、高強度で、伸びにも優れる銅合金線、
及びその製造方法を提供することにある。また、本発明の他の目的は、上記銅合金線を備
える銅合金撚線、上記銅合金線又は上記銅合金撚線を備える電線、上記電線を備える端子
付き電線を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の銅合金線は、Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．０２質量％以上
０．１質量％以下含み、残部がＣｕ及び不可避不純物である組成を備え、導電率が６０％
ＩＡＣＳ以上であり、引張強さが４００ＭＰａ以上であり、破断伸びが５％以上である。
【００１０】
　本発明の銅合金線の製造方法は、以下の固溶工程と、析出工程と、加工工程とを備える
。
（固溶工程）　Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．０２質量％以上０．１質
量％以下含み、残部がＣｕ及び不可避不純物である組成を備え、前記Ｍｇ及び前記Ｐが前
記Ｃｕに固溶された固溶素材を準備する工程。
（析出工程）　前記固溶素材を加熱して、前記Ｍｇと前記Ｐとを含む化合物が母相中に分
散した組織を備える時効素材を得る工程。
（加工工程）　前記時効素材に複数パスの伸線加工を施して、所定の最終線径を有する伸
線材であって、導電率が６０％ＩＡＣＳ以上であり、引張強さが４００ＭＰａ以上である
伸線材を得る工程。
【００１１】
　前記加工工程では、前記最終線径の１倍超１０倍以下の中間線径を有する中間材に中間
軟化処理を行う。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の銅合金線は、導電率が高く、高強度で、伸びにも優れる。本発明の銅合金線の
製造方法は、導電率が高く、高強度で、伸びにも優れる銅合金線を製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】試験例１で作製した試料Ｎｏ．１－３の時効素材の断面の顕微鏡写真である。
【図２】実施形態の銅合金撚線の横断面を模式的に示す概略構成図である。
【図３】実施形態の電線の横断面を模式的に示す概略構成図である。
【図４】実施形態の端子付き電線を模式的に示す概略構成図である。
【図５】実施形態の銅合金線の製造工程の一例を示すフローチャートである。
【図６】実施形態の銅合金撚線の製造工程の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　［本発明の実施の形態の説明］
　本発明者らが検討した結果、Ｍｇ（マグネシウム）及びＰ（リン）の含有量を特定の範
囲とすると共に、製造過程では、（ｉ）Ｍｇ及びＰを含む化合物を積極的にかつ非常に微
細に析出させること、（ｉｉ）伸線途中の特定の時期に軟化処理を行うことで、導電性に
優れ、高強度である上に、伸びにも優れる銅合金線が得られる、との知見を得た。本発明
は、上記知見に基づくものである。最初に本発明の実施形態の内容を列記して説明する。
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【００１５】
　（１）　実施形態に係る銅合金線は、Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．
０２質量％以上０．１質量％以下含み、残部がＣｕ及び不可避不純物である組成を備え、
導電率が６０％ＩＡＣＳ以上であり、引張強さが４００ＭＰａ以上であり、破断伸びが５
％以上である。
【００１６】
　実施形態の銅合金線は、Ｍｇ及びＰを特定の範囲で含む特定の組成であることで、導電
性に優れ、高強度である上に、伸びにも優れる。例えば、線径が０．３ｍｍ以下といった
細径であっても、導電率、引張強さ、及び破断伸びが上述の範囲を満たすことができる。
従って、実施形態の銅合金線は、軽量化のために細径が望まれる電線、具体的には自動車
用電線の導体に好適に利用することができる。
【００１７】
　実施形態の銅合金線を自動車用電線の導体に用いた場合には、高強度であるため、以下
の（ｉ）及び（ｉｉ）の効果を奏し、高靭性であるため、以下の（ｉｉｉ）の効果を奏す
る。
【００１８】
　（ｉ）　上記導体とこの導体の端部に取り付けられた端子との接続状態を使用初期から
長期に亘り良好に維持できる、即ち、長期に亘り高い端子固着力を有することができる。
【００１９】
　（ｉｉ）　自動車の振動などに起因する繰り返しの曲げなどに対して破断し難い、即ち
、耐疲労特性に優れる。
【００２０】
　（ｉｉｉ）　配索時や、コネクタハウジングへの端子の挿入時などに曲げや衝撃などが
加えられても、割れや破断が生じ難い、即ち、曲げ特性や耐衝撃性に優れる。
【００２１】
　（２）　実施形態に係る銅合金線の一例として、析出物が分散した組織を備え、上記析
出物は上記Ｍｇ及び上記Ｐを含む化合物を有し、上記析出物の平均粒径が５００ｎｍ以下
である形態が挙げられる。
【００２２】
　上記形態は、Ｍｇ及びＰが非常に微細な析出物の状態で存在し、かつこれらの微細な析
出物が分散した組織を備える。そのため、上記形態は、Ｍｇの固溶による固溶強化と、線
材の製造過程で行われる伸線加工による加工硬化に基づく強化とに加えて、上記微細な析
出物の分散強化（析出強化）による強度向上効果が得られる。即ち、上記形態は、固溶強
化、加工硬化、分散強化の三つの現象を併せ持つことで、強度に優れる。また、析出物が
非常に微細であることで析出物が割れの起点になり難い点から、上記形態は、強度に優れ
る上に、伸びにも優れる。更に、Ｍｇ及びＰが析出していることで、ＣｕにＭｇなどが過
度に固溶することを低減できる点から、上記形態は、導電性にも優れる。
【００２３】
　（３）　実施形態に係る銅合金線の一例として、上記組成に加えて、更に、Ｆｅ（鉄）
，Ｓｎ（錫），Ａｇ（銀），Ｉｎ（インジウム），Ｓｒ（ストロンチウム），Ｚｎ（亜鉛
），Ｎｉ（ニッケル），及びＡｌ（アルミニウム）から選択される１種以上の元素を合計
で０．０１質量％以上０．５質量％以下含有する形態が挙げられる。
【００２４】
　上記形態は、列挙した元素を含有することで、強度をより高め易い。
　（４）　実施形態に係る銅合金線の一例として、上記Ｐに対する上記Ｍｇの質量比率で
あるＭｇ／Ｐが４以上３０以下である形態が挙げられる。
【００２５】
　Ｐは、Ｍｇの析出に寄与し、Ｐが多いほど、Ｍｇを析出できる。上記形態は、Ｐの含有
量に対してＭｇの含有量が適切に調整されていることで、Ｍｇ及びＰを含む化合物を適切
に析出できる上に、Ｍｇの過度な析出を抑制できる。その結果、上記形態は、Ｍｇの固溶
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強化効果が得られる上に、過剰な析出に起因する加工性の低下を抑制でき、伸線加工など
を良好に行えるため、銅合金線の生産性に優れる。
【００２６】
　（５）　実施形態に係る銅合金線の一例として、線径が０．３５ｍｍ以下である形態が
挙げられる。なお、線径とは、横断面形状が円形である丸線の場合には直径とし、横断面
形状が円形以外である異形線の場合には、横断面における面積相当円の直径とする。
【００２７】
　上記形態は、細径であることから、軽量化が望まれる電線の導体、特に自動車用電線の
導体に好適に利用することができる。
【００２８】
　（６）　実施形態に係る銅合金線の一例として、Ｃｕを含む母相の平均粒径が１０μｍ
以下である形態が挙げられる。
【００２９】
　上記形態によれば、銅合金線は伸びに優れ、さらに銅合金線の端子固着力を高めること
が出来る。
【００３０】
　（７）　実施形態に係る銅合金撚線は、上記（１）～（６）のいずれか１つに記載の実
施形態の銅合金線を含む。
【００３１】
　実施形態の銅合金撚線は、導電性に優れ、高強度である上に、伸びにも優れる実施形態
の銅合金線を少なくとも１本含むことで、導電性に優れ、高強度である上に、伸びにも優
れる。実施形態の銅合金撚線を構成する素線の全てが実施形態の銅合金線である場合には
、導電性、強度、及び靭性に優れる上に、撚り合わせ作業が行い易く、生産性にも優れる
。
【００３２】
　（８）　実施形態に係る銅合金撚線は、上記（１）～（６）のいずれか１つに記載の実
施形態の銅合金線を含む撚線を更に圧縮成形してなる（以下、この銅合金撚線を圧縮線と
呼ぶことがある）。
【００３３】
　実施形態の圧縮線は、上述の実施形態（７）の銅合金撚線と同様に、導電性に優れ、高
強度である上に、伸びにも優れる実施形態の銅合金線を少なくとも１本含むことで、導電
性に優れ、高強度である上に、伸びにも優れ、更には生産性にも優れる。特に、実施形態
の圧縮線は、撚り合わせた状態が安定しており取り扱い易い、線径（撚線の包絡円の直径
）を小さくできて更なる細径化を図ることができる、といった効果も奏する。
【００３４】
　（９）　実施形態に係る銅合金撚線の一例として、断面積サイズが０．０５ｍｍ２以上
０．５ｍｍ２以下である形態が挙げられる。
【００３５】
　上記形態は、断面積サイズが小さいことから、軽量化が望まれる電線の導体、特に自動
車用電線の導体に好適に利用することができる。
【００３６】
　（１０）　実施形態に係る銅合金撚線の一例として、撚りピッチが１０ｍｍ以上２０ｍ
ｍ以下である形態が挙げられる。
【００３７】
　撚りピッチを１０ｍｍ以上とすることで、銅合金撚線の生産性を向上することができる
。一方、撚りピッチを２０ｍｍ以下とすることで、銅合金撚線の屈曲性を向上することが
できる。
【００３８】
　（１１）　実施形態に係る電線は、導体と、上記導体の表面を被覆する絶縁層とを備え
、上記導体が、上記（１）～（６）のいずれか１つに記載の実施形態の銅合金線、又は上
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記（７）～（１０）のいずれか１つに記載の実施形態の銅合金撚線である。
【００３９】
　実施形態の電線は、導体に、導電性に優れ、高強度である上に、伸びにも優れる実施形
態の銅合金線を含むことで、好ましくは導体を構成する全ての線材が実施形態の銅合金線
であることで、導電性に優れ、高強度である上に、伸びにも優れる。このような実施形態
の電線は、例えば、その端部に端子を装着して自動車用電線に用いられた場合には、以下
の効果（１）～（４）が期待できる。（１）配索時などに曲げが加えられても導体が破断
し難い。（２）コネクタハウジングに端子を接続するときに衝撃が加えられても導体が破
断し難い。（３）使用時に振動などが加えられても導体と端子との接続状態が緩み難い。
（４）振動などに起因する疲労によっても導体が破断し難い。即ち、実施形態の電線は、
耐衝撃性に優れる上に、高い端子固着力、優れた耐疲労特性及び曲げ特性をも有し、自動
車の配線に好適に利用することができる。
【００４０】
　（１２）　実施形態に係る端子付き電線は、上記実施形態の電線と、上記電線の端部に
装着された端子部とを備える。
【００４１】
　実施形態の端子付き電線は、導電性に優れ、高強度である上に、伸びにも優れる実施形
態の電線を備えることで、導電性に優れ、高強度である上に、伸びにも優れる。そのため
、実施形態の端子付き電線を例えば自動車の配線に用いた場合には、以下の効果（１）～
（４）が期待できる。（１）配索時などに曲げが加えられても導体が破断し難い。（２）
コネクタハウジングに端子を接続するときに衝撃が加えられても導体が破断し難い。（３
）使用時に振動などが加えられても導体と端子との接続状態が緩み難い。（４）振動など
に起因する疲労によっても導体が破断し難い。即ち、実施形態の端子付き電線は、耐衝撃
性に優れる上に、高い端子固着力、優れた耐疲労特性及び曲げ特性をも有し、自動車の配
線に好適に利用することができる。
【００４２】
　（１３）　実施形態に係る銅合金線の製造方法は、以下の固溶工程と、析出工程と、加
工工程とを備える。
【００４３】
　固溶工程　Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．０２質量％以上０．１質量
％以下含み、残部がＣｕ及び不可避不純物である組成を備え、上記Ｍｇ及び上記Ｐが上記
Ｃｕに固溶された固溶素材を準備する工程。
【００４４】
　析出工程　上記固溶素材を加熱して、上記Ｍｇと上記Ｐとを含む化合物が母相中に分散
した組織を備える時効素材を得る工程。
【００４５】
　加工工程　上記時効素材に複数パスの伸線加工を施して、所定の最終線径を有する伸線
材であって、導電率が６０％ＩＡＣＳ以上であり、引張強さが４００ＭＰａ以上である伸
線材を得る工程。
【００４６】
　上記加工工程では、上記最終線径の１倍超１０倍以下の中間線径を有する中間材に中間
軟化処理を行う。
【００４７】
　実施形態の銅合金線の製造方法は、以下の理由によって、導電性に優れ、高強度である
上に、伸びにも優れる銅合金線、代表的には、導電率が６０％ＩＡＣＳ以上、引張強さが
４００ＭＰａ以上、破断伸びが５％以上である銅合金線を製造することができる。
【００４８】
　実施形態の銅合金線の製造方法は、Ｍｇ及びＰがＣｕに固溶した状態を一旦設けた後、
時効相当の加熱（時効処理でなくてもよい）を行って、ＰによるＭｇの析出促進効果を利
用して固溶しているＭｇの一部をＣｕから積極的に析出してから、伸線加工を行う、とい
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う工程を備える。即ち、固溶体から析出物（代表的にはＭｇ及びＰを含む化合物）を析出
させることで、析出状態（析出物の大きさ、分散度合いなど）を制御し易く、非常に微細
な析出物とすることができる上に、この微細な析出物を母相内に均一的に分散させられる
。その結果、Ｍｇの残部の固溶強化と、微細な析出物の分散による分散強化（析出強化）
に基づく強度向上効果が得られると考えられる。
【００４９】
　上述の特定の組織を有する時効素材に複数パスの伸線加工を施すと共に、伸線加工途中
の特定の時期（特定の線径を有する中間材）に中間軟化処理を行うことで、加工工程での
加工度を調整して、最終的に得られる伸線材の強度及び伸びが所望の値となるように制御
することができる。また、上述のように特定の時期に中間軟化処理を行うことで、中間軟
化処理前の伸線加工による加工硬化に基づく強度向上効果を十分に得られると共に、この
加工硬化に基づく強度向上効果を過度に損なうことなく伸びを高められる。かつ、中間軟
化処理後の伸線加工によって、中間軟化処理によって高めた伸びを過度に損なうことなく
（好ましくは最終線径の伸線材の破断伸びが５％以上を満たすことができながら）、加工
硬化に基づく強度向上効果が得られると考えられる。
【００５０】
　更に、実施形態の銅合金線の製造方法は、（ｉ）Ｍｇ及びＰの含有量を特定の範囲とし
ていること、（ｉｉ）上述の析出によってＭｇ及びＰの固溶量を制御すること、（ｉｉｉ
）中間軟化処理によって加工歪みを除去できること、などによって高い導電率を有するこ
とができると考えられる。
【００５１】
　その他、実施形態の銅合金線の製造方法は、ＭｇやＰを含む析出物が微細に析出するこ
となどによって以降に施す塑性加工（代表的には伸線加工）の加工性の向上効果なども期
待できる。その結果、銅合金線を生産性よく製造できる。
【００５２】
　実施形態の銅合金線の製造方法は、上述のように高強度でありながら、伸びにも優れる
銅合金線、即ち、安定した組織を有する半硬材を製造できる点で、硬材（伸線加工のまま
、いわばＨ材）や、硬材を完全になまして安定した再結晶組織とする軟質材（いわばＯ材
）を開示する特開２００８－０１６２８４号公報（特許文献１），特開昭５８－１９７２
４２号公報（特許文献２）の銅合金線の製造方法と全く異なる。ここで、特開昭５８－１
９７２４２号公報（特許文献２）に記載されるようにＰの含有量を０．０２質量％以上と
多くすると、Ｍｇ及びＰを含む化合物が析出され易くなり、２μｍ以上といった非常に粗
大な析出物が形成される。このような粗大な析出物が存在することで、耐疲労特性の低下
や耐衝撃性の低下を招く。そこで、本発明者らは、Ｐを０．０２質量％以上含有しながら
、このような粗大な析出物が生成されないように製造条件を検討した結果、上述のように
固溶体を一旦作製してから析出物を十分に形成し、その後に伸線加工を行うと共に、適切
な時期に中間軟化処理を行うことが好ましい、との知見を得た。これらの知見に基づき、
実施形態の銅合金線の製造方法を上述のように規定する。
【００５３】
　（１４）　実施形態に係る銅合金線の製造方法の一例として、上記固溶素材は、上記組
成を備える銅合金を鋳造して、得られた鋳造材に溶体化処理を施すことで製造する形態が
挙げられる。
【００５４】
　上記形態は、別途、固溶素材を得るための熱処理（溶体化処理）を行う工程を備えるこ
とで、溶体化条件を調整し易く、Ｍｇ及びＰが十分に固溶した固溶体を得易い上に、種々
の形状、大きさの鋳造材を利用できるため、鋳造条件の自由度が大きい。特に、連続鋳造
とすると、長い鋳造材を量産できる、冷却過程で急冷できるためＭｇ及びＰをある程度固
溶できる、冷却過程の急冷によって結晶を微細にでき、加工性に優れる素材が得られる、
などの効果を奏する。
【００５５】
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　（１５）　実施形態に係る銅合金線の製造方法の一例として、上記時効素材は、上記固
溶素材に時効処理を施すことで製造する形態が挙げられる。
【００５６】
　上記形態は、別途、時効素材を得るための熱処理（時効処理）を行う工程を備えること
で、時効条件を調整し易く、非常に微細な析出物を均一的に分散させた時効素材を製造し
易い。
【００５７】
　（１６）　実施形態に係る銅合金線の製造方法の一例として、上記伸線材に更に焼鈍を
施して、この焼鈍後の線材の破断伸びを５％以上とする焼鈍工程を備える形態が挙げられ
る。
【００５８】
　上記形態は、最終線径を有する伸線材に対して別途、熱処理（焼鈍）を行う工程を備え
ることで、最終線径の線材の破断伸びを所望の大きさ（５％以上）に確実に調整できる。
その結果、上記形態は、導電率が６０％ＩＡＣＳ以上、引張強さが４００ＭＰａ以上、か
つ破断伸びが５％以上である高強度で高靭性な銅合金線を製造できる。
【００５９】
　［本発明の実施形態の詳細］
　以下、実施形態に係る銅合金線、銅合金撚線、電線、端子付き電線、及び銅合金線の製
造方法を順に説明する。銅合金撚線、電線の説明には図２，図３を、端子付き電線の説明
には図４を適宜参照する。以下の説明において、銅合金の組成は、全て質量％で示される
。なお、本発明は、これらの例示に限定されるものではなく、請求の範囲によって示され
、請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。例え
ば、以下の試験例に示す銅合金線の組成、線径、製造条件（中間軟化処理を施す時期、各
熱処理の温度、保持時間など）を適宜変更することができる。
［銅合金線］
＜組成＞
　実施形態の銅合金線を構成する銅合金は、Ｍｇ及びＰを必須元素とし、残部Ｃｕ及び不
可避不純物である組成を有する。Ｍｇ及びＰに加えて、更にＦｅ，Ｓｎ，Ａｇ，Ｉｎ，Ｓ
ｒ，Ｚｎ，Ｎｉ，及びＡｌから選択される１種以上の元素を特定の範囲で含有する組成と
することができる。
【００６０】
　（Ｍｇ含有量：０．２質量％以上１質量％以下）
　Ｍｇは、その一部がＣｕに固溶して銅合金を固溶強化し、時効処理又は時効処理相当の
加熱を行うことでその残部が析出物を形成して、析出強化によって強度を向上する。Ｍｇ
を０．２質量％以上含有することで、固溶強化及び析出強化による強度向上効果を良好に
発現させられて、高強度な銅合金線とすることができる。また、析出物が非常に微細であ
り、均一的に分散することで分散強化（析出強化）による強度向上効果が得られる上に、
析出物が非常に微細であることで割れや破断が生じ難いことから、強度により優れる上に
、伸びにも優れる銅合金線とすることができる。Ｍｇが多いほど、固溶強化及び析出強化
による強度向上効果を得易く、Ｍｇの含有量を０．３質量％以上、更に０．４質量％以上
とすることができる。Ｍｇを１質量％以下の範囲で含有することで、（ｉ）固溶量及び析
出物を適量にでき、過度の析出や粗大な析出物に起因する強度の低下、伸びの低下、加工
性の低下などを抑制して銅合金線を生産性よく製造できる、（ｉｉ）過度の固溶による導
電性の低下を抑制でき、高い導電率を有する銅合金線とすることができる、といった効果
を奏する。Ｍｇが少ないほど、粗大な析出物に起因する不具合や過度の固溶に起因する不
具合を抑制し易いことから、Ｍｇの含有量を０．９５質量％以下、更に０．９質量％以下
とすることができる。Ｍｇの含有量をこのように調整することで、導電性、強度、靭性に
より優れる銅合金線を得易い。
【００６１】
　（Ｐ含有量：０．０２質量％以上０．１質量％以下）
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　Ｐは、Ｍｇの析出に寄与し、時効処理又は時効処理相当の加熱を行うことでＭｇと共に
析出物を形成して、析出強化によって強度を向上する。Ｐを０．０２質量％以上含有する
ことで、Ｍｇの析出を促進でき、析出強化による強度向上効果を良好に発現させられて、
高強度な銅合金線とすることができる。Ｐが多いほど、Ｍｇを析出させ易く、Ｐの含有量
を０．０２質量％超、更に０．０３質量％以上とすることができる。実施形態の銅合金線
は、Ｐを０．０２質量％以上と多く含む上に、Ｍｇを積極的に析出させていながらも、析
出物が非常に小さくなるように製造条件を制御することで、引張強さが４００ＭＰａ以上
という高強度と、破断伸びが５％以上という高靭性とを併せ持つことができる。Ｐを０．
１質量％以下の範囲で含有することで、Ｍｇの過剰析出を抑制して、Ｍｇの固溶強化と、
Ｍｇ及びＰを含む化合物などの析出物による析出強化とによる強度向上効果を適切に得ら
れる。Ｐが少ないほど、Ｍｇの過剰析出を抑制し易く、粗大な析出物の形成を抑制できる
と考えられることから、Ｐの含有量を０．０９５質量％以下、更に０．０９質量％以下に
することができる。Ｐの含有量をこのように調整することで、導電性、強度、靭性により
優れる銅合金線を得易い。
【００６２】
　・Ｍｇ／Ｐ＝４以上３０以下
　Ｐの含有量に対してＭｇの含有量を調整することで、ＰによるＭｇの析出を促進しつつ
もＭｇの過剰析出を抑制できて、Ｍｇの固溶強化と、Ｍｇ及びＰを含む化合物などの析出
物による析出強化とによる強度向上効果を良好に得られて好ましい。具体的には、質量比
率：Ｍｇ／Ｐが４以上を満たすと、Ｍｇを良好に析出できる。Ｍｇ／Ｐが３０以下を満た
すと、Ｍｇの過剰析出を抑制できる。Ｍｇ／Ｐは、６以上、更に８以上であると、導電性
、強度、伸びをバランスよく備えられて好ましい。Ｍｇ／Ｐは、小さいほど、Ｍｇの含有
量が相対的に少なくなることで固溶量が少なく、高い導電性が得られることから、導電性
を考慮すると、２５以下、更に２０以下が好ましい。
【００６３】
　（その他の添加元素）
　上述の特定量のＭｇ及びＰの含有に加えて、Ｆｅ，Ｓｎ，Ａｇ，Ｉｎ，Ｓｒ，Ｚｎ，Ｎ
ｉ，及びＡｌから選択される１種以上の元素を合計で０．０１質量％以上含有する組成と
すると、強度を高め易く、合計含有量が多いほど、強度をより高め易い。これらの元素を
合計で０．５質量％以下の範囲で含有すると、導電性の低下を招き難く、高い導電率を有
することができる。これらの元素は、母相に固溶して、又は析出物（Ｍｇ及びＰを含む析
出物に含まれる場合がある）として存在する。上記合計含有量は、０．０２質量％以上０
．４質量％以下、更に０．０３質量％以上０．３質量％以下とすることができる。
＜組織＞
　実施形態の銅合金線を構成する銅合金は、析出物、代表的にはＭｇとＰとを含む化合物
が母相中に分散した組織を有する。好ましくは、上記析出物が非常に微細であり、かつ均
一的に分散した組織を有する。例えば、上記化合物の平均粒径が５００ｎｍ以下である形
態が挙げられる。上記析出物がこのような微細な粒子であることで、分散強化による強度
向上効果が得られる。また、割れの起点となるような粗大な析出物（２μｍ以上といった
マイクロオーダーの粒子）が実質的に存在しないことによる強度向上効果、靭性（特に曲
げ特性や耐衝撃性）の向上効果、加工性の向上効果なども得られる。上記析出物の平均粒
径が小さいほど、分散強化などによる強度の向上、靭性の向上が図れることから、４００
ｎｍ以下、更に３５０ｎｍ以下が好ましい。また、平均粒径に加えて最大径も小さいこと
が好ましい。具体的には、上記析出物の最大径は、８００ｎｍ以下、更に５００ｎｍ以下
、４００ｎｍ以下が好ましい。析出物の大きさは、後述するように製造条件を適切に制御
することで、上述の特定の大きさにすることができる。析出物の平均粒径、最大径の測定
方法は後述する。なお、後述する製造方法で製造した銅合金線では、伸線加工途中で中間
軟化処理を行ったり、最終線径の伸線材に焼鈍を行ったりした場合でも、時効素材の析出
物の大きさを実質的に維持することができる。即ち、実施形態の銅合金線では、代表的に
は最終線径の伸線材中の析出物の大きさと、時効素材中の析出物の大きさとが実質的に等
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しい。
【００６４】
　Ｃｕを含む母相の平均粒径は、銅合金線の伸びが優れ、さらに銅合金線の端子固着力を
高めることができるという理由から、１０μｍ以下が好ましい。ここで母相の平均粒径は
以下の方法で測定した値である。まず、横断面にクロスセクションポリッシャ（ＣＰ）加
工を施して、この断面を走査型電子顕微鏡（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉ
ｃｒｏｓｃｏｐｅ：ＳＥＭ）で観察する。任意の観察範囲の面積をその中に存在する粒子
数で割った面積の相当円の直径を平均結晶粒径とする。ただし、観察範囲は、存在する粒
子数が５０個以上又は横断面全体とする。
＜形状＞
　実施形態の銅合金線は、代表的には、横断面形状が円形状である丸線が挙げられる（図
２に示す銅合金線１を参照）。その他、伸線加工に用いるダイス形状を適宜変更すること
で、横断面形状が矩形状、多角形状、楕円状などの異形線とすることができる。
＜大きさ＞
　実施形態の銅合金線は、種々の線径や断面積サイズを取り得る。特に、自動車用電線の
導体といった軽量化のために細径であることが望まれる用途では、線径が好ましくは０．
３５ｍｍ以下、より好ましくは０．３ｍｍ以下であると、撚り合わせた場合でも撚線の断
面積サイズを小さくできて好ましい。線径が０．２５ｍｍ以下である更に細径の銅合金線
とすることができる。また、この用途では、線径が０．１ｍｍ超であると、撚り合わせな
どを行い易く、利用し易い。
＜特性＞
　実施形態の銅合金線は、上述のように導電性に優れ、高強度で、高靭性である。具体的
には、導電率が６０％ＩＡＣＳ以上、引張強さが４００ＭＰａ以上、破断伸びが５％以上
を満たす（いずれも室温）。組成や製造条件を調整することで、導電率が６２％ＩＡＣＳ
以上、引張強さが４１０ＭＰａ以上、破断伸びが６％以上を満たす形態、更に導電率が６
５％ＩＡＣＳ以上、引張強さが４２０ＭＰａ以上、破断伸びが７％以上を満たす形態とす
ることができる。更に、引張強さが４５０ＭＰａ以上を満たす形態とすることができる。
［銅合金撚線］
　実施形態の銅合金撚線１０は、複数の素線１００を撚り合わせて構成されたものであり
、これらの素線のうち、少なくとも１本は、上述の実施形態の銅合金線１を含む。複数の
素線１００の全てが実施形態の銅合金線１である形態、複数の素線１００のうち、一部の
みが実施形態の銅合金線１である形態（図示せず）のいずれもとり得る。素線数は特に問
わないが、７本、１１本、１９本が代表的である（図２，図３では７本の場合を例示する
）。
【００６５】
　複数の素線１００の全てが実施形態の銅合金線１である形態（図２，図３に示す形態）
では、素線１００の全てが同一材質であることから、撚り合わせ作業を行い易く、銅合金
撚線１０の製造性に優れる。この形態では、各素線１００の組成及び組織が実質的に等し
く、撚り合わせ前の実施形態の銅合金線１の組成及び組織を実質的に維持することから、
各素線１００の導電率、引張強さ、及び破断伸びは、撚り合わせ前の銅合金線１の導電率
、引張強さ、及び破断伸びを実質的に維持する。従って、この形態は、導電性に優れ、高
強度で高靭性な銅合金撚線１０とすることができる。具体的には、導電率が６０％ＩＡＣ
Ｓ以上、引張強さが４００ＭＰａ以上、破断伸びが５％以上を満たす銅合金撚線１０とす
ることができる。
【００６６】
　複数の素線１００が、実施形態の銅合金線１に加えて、異種の材質の線材（図示せず）
を含む形態では、この異種の材質に応じた効果が期待できる。例えば、素線１００の一部
に純銅線を含む形態では、導電性の向上、靭性の向上が期待できる。例えば、素線１００
の一部にステンレス鋼などの鉄系材料からなる線材を含む形態では、強度の向上が期待で
きる。例えば、素線１００の一部に純アルミニウム又はアルミニウム合金からなる軽金属
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線を含む形態では、軽量化が期待できる。
【００６７】
　実施形態の銅合金撚線１０は、複数の素線１００が撚り合わせられたままの形態（図２
に示す銅合金撚線１０Ａ）の他、撚り合わせ後に圧縮成形された形態（図３に示す銅合金
撚線１０Ｂ＝圧縮線）が挙げられる。圧縮線１０Ｂは、撚り合わされたままの形態に比較
して、撚り合わせた素線がつくる包絡円をより小さくできる、即ち、撚り線の線径や断面
積サイズをより小さくでき、自動車用電線の導体などに好適に利用できる。圧縮線１０Ｂ
は、図３に示すような横断面形状が円形状である形態が代表的である。なお、圧縮線１０
Ｂを構成する各素線１００Ｂは、撚り合わせ前の素線１００の組成及び組織を実質的に維
持することから、素線１００Ｂの導電率、引張強さ、及び破断伸びは、撚り合わせ前の素
線１００（ここでは銅合金線１）の導電率、引張強さ、及び破断伸びを実質的に維持する
。例えば、素線１００Ｂの全てが実施形態の銅合金線１である場合、導電率が６０％ＩＡ
ＣＳ以上、引張強さが４００ＭＰａ以上、破断伸びが５％以上を満たす圧縮線１０Ｂとす
ることができる。なお、圧縮線では、圧縮成形による加工硬化によって、圧縮成形前より
も強度が若干向上する場合がある。
【００６８】
　実施形態の銅合金撚線１０は、種々の大きさをとり得る。特に、断面積サイズが０．０
５ｍｍ２以上０．５ｍｍ２以下であると、自動車用電線の導体などの用途に好適に利用で
きる。この用途では、断面積サイズが０．０７ｍｍ２以上０．３ｍｍ２以下であると、よ
り利用し易い。断面積サイズが上述の範囲となるように、素線１００の線径や断面積サイ
ズ、素線数、圧縮線の場合には圧縮度合いなどを調整するとよい。銅合金線の撚りピッチ
を１０ｍｍ以上とすることで、銅合金撚線の生産性を向上することができる。一方、銅合
金線の撚りピッチを２０ｍｍ以下とすることで、銅合金撚線の屈曲性を向上することがで
きる。
［電線］
　実施形態の電線２０は、導体２１と、導体２１の表面を被覆する絶縁層２３とを備え、
導体２１を上述の実施形態の銅合金線１、又は実施形態の銅合金撚線１０Ａ（図２）、又
は実施形態の圧縮線１０Ｂ（図３）とする。導体２１を構成する銅合金線１や銅合金撚線
１０は、絶縁層２３を形成する前の銅合金線１や銅合金撚線１０の組成及び組織、導電率
、引張強さ、並びに破断伸びを実質的に維持する。そのため、代表的には、導電率が６０
％ＩＡＣＳ以上、引張強さが４００ＭＰａ以上、破断伸びが５％以上を満たす導体２１を
備える電線２０とすることができる。
【００６９】
　絶縁層２３の材質及びその形成には、公知の材質、公知の製造方法を利用できる。例え
ば、絶縁層２３の材質は、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）やノンハロゲン樹脂、難燃性に優れ
る絶縁性材料などが挙げられる。絶縁層２３の材質や厚さは、所望の電気絶縁強度を考慮
して適宜選択することができ、特に限定されない。図２，図３に示す絶縁層２３の厚さは
例示である。
［端子付き電線］
　実施形態の端子付き電線４０は、実施形態の電線２０と、電線２０の端部に装着された
端子部３０とを備える。詳しくは、電線２０の端部において絶縁層２３を剥ぎ取って導体
２１の端部を露出させて、この露出部分に端子部３０が接続されている。端子部３０は、
公知の材質、形状のものが利用できる。例えば、端子部は、黄銅などの銅合金などからな
る圧着型のもの（オス型でもメス型でもよい）が挙げられる。図４では、箱状の嵌合部３
２と、導体２１を圧着するワイヤバレル部３４と、絶縁層２３を圧着するインシュレーシ
ョンバレル部３６とを備えるメス型の圧着端子を例示している。実施形態の端子付き電線
４０は、導体２１に、高強度で靭性にも優れる実施形態の銅合金線１や銅合金撚線１０を
備えることで、圧着型の端子部を装着した後、圧着時の応力が緩和され難く、導体２１と
端子部との接続状態を長期に亘り良好に維持できる。その結果、実施形態の端付き電線４
０を用いることで、電線２１及び端子部３０を介した機器同士の電気的接続を長期に亘り
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良好に維持できる。その他、端子部は、半田などを用いて、導体２１と接合するものでも
よい。また、複数の電線２０に対して一つの端子部を共有する電線群とすることもできる
。この場合、複数の電線２０を結束具などにより一纏まりに束ねることで、電線群のハン
ドリング性に優れる。
［銅合金線の製造方法］
　上述の特定の組成を有し、かつＭｇ及びＰを含む化合物が分散した特定の組織を有する
実施形態の銅合金線は、例えば、以下の固溶工程と、析出工程と、加工工程とを備える実
施形態の銅合金線の製造方法によって製造することができる。以下、工程ごとに詳細に説
明する。
＜固溶工程＞
　この工程は、Ｍｇ及びＰを上述の特定の範囲で含有する組成を備え、これらＭｇ及びＰ
がＣｕに固溶した組織を有する固溶素材（好ましくは過飽和固溶体）を準備する工程であ
る。固溶素材を用意することで、その後の析出工程で、ＭｇとＰとを含む化合物といった
析出物を微細に、かつ均一的に析出させることができる。固溶素材を得るには、例えば、
以下の二つの方法（Α），（Β）が挙げられる。
【００７０】
　（Α）　上記組成を備える銅合金を鋳造して、得られた鋳造材に溶体化処理を施す。
　（Β）　上記組成を備える銅合金を連続鋳造して、この鋳造時の冷却過程で急冷する。
【００７１】
　方法（Α）では、鋳造工程と、溶体化処理を行う工程とを別工程とするため、溶体化処
理の条件を調整し易く、Ｍｇ及びＰをより確実に固溶できる上に、種々の形状の鋳造材を
利用することができる。例えば、所定の形状の鋳型を用いて作製した鋳塊を利用すること
ができる。一方、鋳造工程を連続鋳造とすると、長い鋳造材を容易に製造できるため、鋳
造材の生産性に優れて好ましい。また、このような長い鋳造材を伸線材の素材に利用する
ことで、伸線材の生産性にも優れて好ましい。更に、連続鋳造は、上記鋳塊を製造する場
合に比較して合金溶湯を急冷でき、急冷によるＭｇ及びＰの固溶に加えて結晶の微細化も
期待できる。結晶の微細化により、伸線加工などの塑性加工性を向上できることからも、
連続鋳造の利用は、伸線材の生産性に優れて好ましい。連続鋳造には、ベルトアンドホイ
ール方式、ツインベルト方式、アップキャスト方式など種々の方法が利用できる。公知の
連続鋳造法を利用してももちろんよい。
【００７２】
　溶体化処理の条件は、バッチ処理の場合には、例えば、保持温度が７５０℃以上１００
０℃以下、保持時間が５分間以上４時間以下、が挙げられる。更に保持温度を８００℃以
上９５０℃以下、保持時間を３０分間以上３時間以下とすることができる。連続処理の場
合には、固溶体が得られるように条件を調整するとよい。予め、組成などに応じて、連続
処理の条件と、連続処理後の組織との相関データを作成しておくと、適切な条件を容易に
選択できる。連続鋳造を行った上に、溶体化処理を行うことができる。この場合には、Ｍ
ｇ及びＰをより確実に固溶できる。雰囲気は、例えば、不活性雰囲気とすると、酸化を防
止できる。
【００７３】
　方法（Β）では、連続鋳造時の冷却条件を調整することで、長い固溶素材を容易に製造
できるため、固溶素材の生産性に優れる。具体的な急冷条件は、凝固速度を５℃／秒以上
、更に１０℃／秒以上とすることが挙げられる。凝固速度は、{（溶湯の温度、℃）－（
鋳造直後の鋳物の表面温度、℃）}×（鋳造速度、ｍ／秒）÷（鋳型長さ、ｍ）とする。
凝固速度が上述の範囲となるように、鋳造材の大きさ（横断面積）、溶湯の温度、鋳型温
度、鋳造速度（鋳造材の長さ／時間）、鋳型の大きさなどを調整するとよい。代表的には
、鋳型温度を低くすることが挙げられる（例えば、８０℃以下）。
＜析出工程＞
　この工程は、上述の固溶素材から、Ｍｇ及びＰを含む化合物などの析出物を積極的に析
出させて、析出物が分散された組織を有する時効素材を作製する工程である。時効素材を
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作製することで、上述の固溶素材から析出物を生成することで、析出物を非常に微細にし
、この微細な粒子を均一的に分散させて、分散強化による強度向上効果を得る。更に、析
出物を積極的に生成することで、固溶量を低減して、導電性の向上を図る。時効素材を得
るには、例えば、以下の二つの方法（α），（β）が挙げられる。
【００７４】
　（α）　上記固溶素材に時効処理（人工時効）を施すことで製造する
　（β）　上記固溶素材に温間加工又は熱間加工を施すことで製造する
　方法（α）では、時効処理の条件を調整し易く、Ｍｇ及びＰを含む化合物といった析出
物を良好に析出できる。時効処理の条件は、バッチ処理の場合には、例えば、保持温度が
３００℃以上６００℃以下、保持時間が３０分以上４０時間以下、が挙げられる。更に保
持温度を３５０℃以上５５０℃以下、保持時間を１時間以上２０時間以下とすることがで
きる。連続処理の場合には、所望の組織（特に微細な析出物が存在する組織）が得られる
ように条件を調整するとよい。予め、組成などに応じて、連続処理の条件と、連続処理後
の組織との相関データを作成しておくと、適切な条件を容易に選択できる。雰囲気は、例
えば、不活性雰囲気とすると、酸化を防止できる。
【００７５】
　方法（β）では、温間加工又は熱間加工を行うときの加熱を塑性加工だけでなく、時効
処理にも利用して、塑性加工と時効処理とを同時に行う。方法（β）はたとえばコンフォ
ームによって行うことができる。このような方法（β）では、静的な加熱による析出だけ
ではなく、加熱状態で塑性加工を行うことに伴う動的な析出が期待できる。動的な析出に
よって、析出物を更に微細にしたり、均一的に分散させたりできると期待される。具体的
な塑性加工としては、圧延、押出、鍛造などが挙げられる。析出物の析出に必要な加熱状
態が保持できるように加工条件（加工度、歪み速度、加熱状態（金型の加熱温度や素材の
加熱温度、加工熱など））を調整するとよい。方法（β）は、伸線加工前に温間又は熱間
で塑性加工を行うことで、鋳造欠陥などの低減、除去も行えることから、伸線加工性を高
められる。
＜加工工程＞
　この工程は、上述の時効素材に最終線径になるまで伸線加工を施して、伸線材を作製す
る工程である。実施形態の銅合金線の製造方法では、加工工程の伸線加工を複数パスとし
、途中のパスで中間軟化処理を行う。中間軟化処理によって、加工歪みを除去して以降の
パスの伸線加工性を高めたり、導電性を高めたりすると共に、伸びを高める。特に、実施
形態の銅合金線の製造方法では、特定の大きさの中間材に中間軟化処理を行う。こうする
ことで、中間軟化処理以降のパスの伸線加工を行っても、高い伸び及び高い導電率を維持
しつつ、なまされて低下した強度を加工硬化によって再び高められる。その結果、最終線
径の伸線材の導電率を６０％ＩＡＣＳ以上、引張強さを４００ＭＰａ以上とすることがで
き、好ましくは破断伸びを５％以上とすることができる。実施形態の銅合金線の製造方法
は、このような半硬材の銅合金線を製造することができる。
【００７６】
　伸線加工は、冷間加工とする。伸線加工には、伸線ダイスなどを利用するとよい。パス
数は、適宜選択することができる。所定の最終線径が得られるように１パスあたりの伸線
加工度を適宜調整して、パス数を設定するとよい。
【００７７】
　中間軟化処理は、例えば、中間軟化処理後の中間材の破断伸びが５％以上となるように
条件を調整することが挙げられる。具体的には、バッチ処理の場合には、保持温度が２５
０℃以上５００℃以下、保持時間が１０分間以上４０時間以下、が挙げられる。更に保持
温度を３００℃以上４５０℃以下、保持時間を３０分間以上１０時間以下とすることがで
きる。中間軟化処理の保持温度を低めにしたり、保持時間を短めにしたりする、例えば、
析出工程での保持温度や保持時間（代表的にはバッチ処理による時効処理時の保持温度や
保持時間）以下とすると、中間軟化処理工程で析出物が成長し難く、析出工程で形成した
微細な析出物を中間軟化処理後にも維持し易い。連続処理の場合には、所望の特性（例え
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ば、中間軟化処理後の破断伸びが５％以上）が得られるように条件を調整するとよい。予
め、組成や線径などに応じて、連続処理の条件と、連続処理後の特性との相関データを作
成しておくと、適切な条件を容易に選択できる。雰囲気は、例えば、不活性雰囲気とする
と、酸化を防止できる。
【００７８】
　中間軟化処理は、最終線径の１倍超１０倍以下である中間線径を有する中間材に施す。
このような中間材に中間軟化処理を施すことで、中間軟化処理以降の総加工度（総断面減
少率）を９９％以下とすることができ、中間軟化処理によって低下した強度に対して、中
間軟化処理後の伸線加工による加工硬化に基づく強度の向上を十分に行える。その結果、
最終伸線後の伸線材の引張強さを４００ＭＰａ以上にすることができる。最終線径の１０
倍超である線材、即ち、最終線径よりも非常に太い線材に中間軟化処理を施すと、その後
の総加工度が大き過ぎて、加工硬化による強度向上効果が大き過ぎ、伸びに劣る伸線材（
硬材）が得られる。最終線径の１倍の線径を有する線材、即ち最終線径の線材に軟化処理
を施すと、この軟化処理後の加工硬化による強度向上効果が得られず、強度に劣る伸線材
、具体的には引張強さが４００ＭＰａ未満の伸線材が得られる。中間軟化処理は、最終線
径の１．５倍以上８倍以下の中間材に施すことがより好ましい。
【００７９】
　なお、特開昭５８－１９７２４２号公報（特許文献２）の実施例１に中間熱処理として
記載されるように、細径の線材を複数パスの伸線加工によって製造する場合、途中のパス
で軟化処理を施すことが行われている。しかし、この軟化処理は、中間線径が非常に大き
なとき（例えば、最終線径の１０倍超のとき）に行っており、中間熱処理後の加工度を大
きくしている。換言すれば、伸びなどの靭性を高め難い、又は実質的に高められないよう
にしている。この点で、実施形態の銅合金線の製造方法は、従来の銅合金線の製造方法と
全く異なる。
＜焼鈍工程＞
　上記最終線径を有する伸線材に、別途、焼鈍を施すことができる。この焼鈍によって、
この焼鈍後の線材の破断伸びを５％以上、更にそれ以上にすることができる。ここで、実
施形態の銅合金線の製造方法では、中間軟化処理を適切な時期に施していることで、最終
伸線後においても伸びに優れる伸線材が得られる。しかし、焼鈍工程を別途設けることで
、焼鈍条件を調整し易く、破断伸びをより向上し易い。また、この焼鈍によって、中間軟
化処理以降の伸線加工に伴う加工歪みを除去できるため、導電性の向上（例えば、この焼
鈍を行わない場合に比較して３％ＩＡＣＳ～５％ＩＡＣＳ程度の向上）を図ることもでき
る。
【００８０】
　焼鈍の条件は、中間軟化処理の項で述べた条件を利用することができる。焼鈍を施す伸
線材の伸びによっては、中間軟化処理時の保持温度よりも低くしたり又は高くしたり、中
間軟化処理時の保持時間よりも短くしたり又は長くしたりすることができる。また、焼鈍
は、引張強さが４００ＭＰａ以上となるように保持温度及び保持時間を調整する。
＜その他の工程＞
　実施形態の銅合金性の製造方法では、図５に示すように、固溶工程（Ｓ１）、析出工程
（Ｓ２）、加工工程（Ｓ３）および焼鈍工程（Ｓ４）を前記の順で行う。ここで、固溶工
程（Ｓ１）では、銅合金を鋳造して、得られた鋳造材に溶体化処理を施し固溶素材を準備
する。析出工程（Ｓ２）では、固溶素材に時効処理を施し時効素材を得る。加工工程（Ｓ
３）では、時効素材に伸線加工、中間軟化処理を行う。
【００８１】
　本実施形態においては、固溶工程（Ｓ１）と析出工程（Ｓ２）との間で、固溶素材に対
して圧延、伸線、押出、皮剥ぎなどの処理を施すことができる（Ｓ５）。圧延、伸線、押
出、皮剥ぎなどの処理は、これらのうち１種類を行ってもよいし、複数種類を組み合わせ
て行ってもよい。さらに、各処理は１回行ってもよいし、複数回行ってもよい。
【００８２】
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　本実施形態においては、析出工程（Ｓ２）と加工工程（Ｓ３）との間で、時効素材にお
対して圧延、伸線、押出、皮剥ぎ、中間軟化などの処理を施すことができる（Ｓ６）。圧
延、伸線、押出、皮剥ぎ、中間軟化などの処理は、これらのうち１種類を行ってもよいし
、複数種類を組み合わせて行ってもよい。さらに、各処理は１回行ってもよいし、複数回
行ってもよい。
［銅合金撚線の製造方法］
　実施形態の銅合金撚線の製造方法では、図６に示すように、固溶工程（Ｓ１）、析出工
程（Ｓ２）、加工工程（Ｓ３）、焼鈍工程（Ｓ４）、撚線工程（Ｓ７）および軟化工程（
Ｓ８）を前記の順で行う。
【００８３】
　本実施形態の固溶工程（Ｓ１）、析出工程（Ｓ２）、加工工程（Ｓ３）および焼鈍工程
（Ｓ４）は、銅合金線の製造方法と同様の方法で行うことができる。さらに、銅合金線の
製造方法と同様に、固溶工程（Ｓ１）と析出工程（Ｓ２）との間で、固溶素材に対して圧
延、伸線、押出、皮剥ぎなどの処理を施すことができる（Ｓ５）。また、析出工程（Ｓ２
）と加工工程（Ｓ３）との間で、時効素材に対して圧延、伸線、押出、皮剥ぎ、中間軟化
などの処理を施すことができる（Ｓ６）。
【００８４】
　焼鈍工程に続いて、焼鈍工程により得られた銅合金線を複数本撚り合わせて撚線を得る
（Ｓ７）。その後、撚線を軟化処理して、銅合金線を得る。軟化処理は、バッチ処理の場
合には、保持温度を２００℃以上５００℃以下、保持時間を１０分以上４０時間以下とす
ることができる。更に保持時間を２５０℃以上４５０℃以下、保持時間を３０分以上とす
ることができる。この他にも、連続処理とすることもできる。
【００８５】
　以下、試験例を挙げて、銅合金線の特性、組織、製造条件などを具体的に説明する。
　［試験例１］
　連続鋳造→溶体化→時効→伸線（途中に中間軟化処理有り）→焼鈍という工程で銅合金
線を作製し、得られた銅合金線の特性（引張強さ、破断伸び、導電率）及び組織を調べた
。
【００８６】
　原料として、純度９９．９９％以上の電気銅と、表１に示す各添加元素とを用意して、
高純度のカーボン製坩堝に投入して真空溶解し、表１に示す組成の合金溶湯を作製した。
高純度のカーボン製鋳型を備える連続鋳造装置を用いて、得られた合金溶湯を連続鋳造し
て、断面円形状の鋳造材（線径φ１６ｍｍ）を製造した。得られた鋳造材にスウェージ加
工を施して、線径φ１２ｍｍの棒素材を得た。ここでは、スウェージ加工を行ったが、連
続鋳造によって線径φ１２ｍｍの鋳造材を作製することができる。得られた線径φ１２ｍ
ｍの棒素材に９００℃×１時間の条件で溶体化処理を行って固溶素材を作製した。続いて
、固溶素材に４５０℃×８時間の条件で時効処理を行って時効素材を作製した。溶体化及
び時効を行った時効素材に複数パスの伸線加工を施して、伸線材を作製した。ここでは、
線径φ０．４ｍｍまで伸線して得られた中間材に、４５０℃×１時間の条件で中間軟化処
理を行った。この中間材は、最終線径の２倍の中間線径を有する。上記中間軟化処理後に
伸線加工を施して、線径φ０．２ｍｍまで伸線し、最終線径がφ０．２ｍｍの伸線材を作
製した。得られた伸線材に３００℃以上４５０℃以下×１時間の条件で焼鈍処理を行って
、銅合金線を得た。
【００８７】
　得られた銅合金線について、室温における引張強さ（ＭＰａ）、破断伸び（％）、導電
率（％ＩＡＣＳ）を調べた。その結果を表１に示す。
【００８８】
　引張強さ及び破断伸びは、ＪＩＳ　Ｚ　２２４１（２０１１）に準じて、市販の引張試
験機を用いて測定した（標点距離ＧＬ＝２５０ｍｍ）。導電率は、４端子法で測定した。
ここでは、試料ごとに３個の試験片を用意して、上述の各項目をそれぞれ測定し、各項目
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における３個の試験片の平均値を表１に示す。
【００８９】
　試料Ｎｏ．１－３の時効素材について、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）による内部観察を
行った。図１は、試料Ｎｏ．１－３の時効素材の横断面の顕微鏡写真である。
【００９０】
【表１】

【００９１】
　表１に示すように、Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．０２質量％以上０
．１質量％以下含む試料Ｎｏ．１－１～Ｎｏ．１－９のいずれも、導電性に優れ、高強度
であり、伸びにも優れることが分かる。具体的には、試料Ｎｏ．１－１～Ｎｏ．１－９の
いずれも、導電率が６０％ＩＡＣＳ以上（ここでは６２％ＩＡＣＳ以上、多くは６５％Ｉ
ＡＣＳ以上）であり、引張強さが４００ＭＰａ以上（ここでは４１５ＭＰａ以上、多くは
４４０ＭＰａ以上）であり、破断伸びが５％以上（ここでは７％以上、多くは１０％以上
）である。Ｍｇ及びＰに加えて、Ｆｅ，Ｓｎ，Ａｇ，Ｉｎ，Ｓｒ，Ｚｎ，Ｎｉ，及びＡｌ
から選択される１種以上（ここでは１種のみ、又は２種以上）を含有する試料は、強度に
より優れることが分かる。
【００９２】
　作製した試料の時効素材は、図１に示すように非常に微細な粒子が母相内に均一的に分
散した組織を有することが分かる。これらの粒子を成分分析したところ、Ｍｇ及びＰを含
む粒子が存在しており、上述の時効処理によって析出した析出物と考えられる。上述の成
分分析には、公知の手法が利用でき、例えば、エネルギー分散型Ｘ線分析装置などが利用
できる。また、これらの粒子は、図１に示すように長さが５０ｎｍ以上１００ｎｍ以下程
度の楕円状の粒子であることが分かる。この観察像における各粒子の最大長さを直径とす
るとき、平均粒径（ここでは３０個以上の粒子の平均）は２００ｎｍ以下であり、最大径
も２００ｎｍ以下であった。最大長さの測定は、観察像を市販の画像処理装置によって画
像解析することで容易に求められる。試料Ｎｏ．１－３以外の試料の時効素材も同様に、
非常に微細な粒子（Ｍｇ及びＰを含む析出物）が均一的に分散した組織を有していた。ま
た、このような時効素材を用いて得られた試料Ｎｏ．１－１～Ｎｏ．１－９の伸線材（線
径φ０．２ｍｍ）はいずれも、微細な析出物（ここでは、平均粒径２００ｎｍ以下）が均
一的に分散した組織を有する、即ち時効素材の組織を実質的に維持していると考えられる
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。
【００９３】
　試料Ｎｏ．１－１～Ｎｏ．１－９の銅合金線のいずれもが、高導電率、高強度、高靭性
を有する理由の一つは、Ｍｇ及びＰを含む化合物が析出したこと（導電性の向上）、分散
強化（析出強化）による強度の向上効果が得られたこと（強度の向上）、析出物が非常に
微細でかつ均一的に分散して割れの起点になり難かったこと（靭性の向上）、が考えられ
る。また、製造条件を考慮すると、上記理由の一つとして、複数パスの伸線加工による加
工硬化に基づく強度向上効果が得られたこと（強度の向上）、伸線途中で中間軟化処理を
行ったこと（靭性の向上、導電性の向上）、中間軟化処理を適切な時期（ここでは中間線
径が比較的細い時期）に行ったこと（軟化処理による強度の低下を抑制）、が考えられる
。
【００９４】
　そして、このような高導電率、高強度、高靭性を有する銅合金線は、一旦固溶体を作製
して、別途時効を行ってから複数パスの伸線加工を行うこと、かつ伸線加工途中の適切な
時期に軟化処理を行うことで製造できることが分かる。ここでは、伸線後に焼鈍を行って
伸びをより高めているが、焼鈍後の引張強さが４００ＭＰａ以上であり、伸びを高めなが
らも、十分に高い強度を維持していることが分かる。このことから、焼鈍前には４００Ｍ
Ｐａ超の引張強さを有していた、といえる。そこで、最終線径まで伸線した伸線材の伸び
が十分に高い場合（破断伸びが５％以上である場合）には、焼鈍を省略すると、より高い
強度を有する銅合金線とすることができるといえる。
【００９５】
　一方、上述の特定の組成を有していない試料、具体的には、Ｍｇの含有量が多過ぎる試
料Ｎｏ．１－１０１は、導電率が低過ぎることが分かる。この理由は、Ｍｇの固溶量が多
くなったため、と考えられる。Ｍｇが少な過ぎ、かつＰが多過ぎる試料Ｎｏ．１－１０２
や、Ｐが多過ぎる試料Ｎｏ．１－１０３は、１０％の伸びを有するものの、強度が低いこ
とが分かる。この理由は、Ｐが多過ぎることで、Ｍｇを含む析出物が過剰析出したり、粗
大な粒子に成長されたりし易くなることで焼鈍時に伸びが出難くなり、１０％の伸びを確
保するために十分な軟化処理が必要となって強度の低下を招いた、と考えられる。上記過
剰析出が生じたり粗大な析出物粒子を有したりする素材の伸びを高めるには、より高温で
の軟化、又は長時間の軟化が必要であると考えられる。しかし、このような条件で軟化を
行うことで強度の低下を招き、高い伸びと高い強度とをバランスよく備えることが難しい
、といえる。また、上記過剰析出が生じたり粗大な析出物粒子を有したりする素材は伸線
性にも劣ると考えられる。Ｍｇが多めで、かつＰが多過ぎる試料Ｎｏ．１－１０４は、伸
線途中で断線が発生したため、引張強さ、破断伸び、導電率を測定していない。断線が生
じた理由は、Ｍｇ及びＰが多過ぎるため、粗大な析出物が更に生成され易くなり、粗大な
粒子を起点とする割れが生じ易くなったため、と考えられる。
【００９６】
　試験例１で作製した試料Ｎｏ．１－１～Ｎｏ．１－９の銅合金線はいずれも、上述のよ
うに導電性に優れ、高強度で伸びにも優れており、例えば、自動車用電線や自動車用端子
付き電線に望まれる特性（導電率、好ましい端子固着力や耐疲労特性の発現に必要な強度
、好ましい曲げ特性や耐衝撃性に発現に必要な伸びなど）を備えているといえる。従って
、上記銅合金線、又はこれらの銅合金線を用いた銅合金撚線や更に圧縮した圧縮線は、上
記自動車用電線などの導体に好適に利用できると期待される。
【００９７】
　［試験例２］
　以下のＡ工程またはＢ工程の製造工程で銅合金線を作製し、得られた銅合金線の特性（
引張強さ、破断伸び、導電率）及び母相の平均粒径を調べた。
【００９８】
　Ａ工程：鋳造（線径φ９．５ｍｍ）→皮剥ぎ（線径φ８ｍｍ）→伸線（線径φ２．６ｍ
ｍ）→時効析出処理（バッチ式）→伸線（線径φ０．４５ｍｍ）→中間軟化（バッチ式）
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→伸線（線径φ０．３２ｍｍまたは線径φ０．１６ｍｍ）→最終軟化（バッチ式）
　Ｂ工程：鋳造（線径φ１２．５ｍｍ）→コンフォーム（線径φ８ｍｍ）→伸線（線径φ
０．３２ｍｍ）→中間軟化（連続式）→伸線（線径φ０．１６ｍｍ）→最終軟化（連続式
）
　Ａ工程について、具体的に説明する。まず、原料として、純度９９．９９％以上の電気
銅と、表２に示す各添加元素とを用意して、高純度のカーボン製坩堝に投入して真空溶解
し、表２に示す組成の合金溶湯を作製した。このとき、湯面を木炭片で十分に多い、湯面
が大気に接触しないようにした。得られた混合溶湯と高純度カーボン製鋳型とを用いて上
方引上連続鋳造法（アップキャスト法）により、断面円形状の鋳造材を作製した。得られ
た鋳造材に皮剥ぎおよび伸線加工を施して、線径φ２．６ｍｍまで伸線した。続いて、伸
線材に４５０℃×８時間の条件で時効処理を行って時効素材を作製した。時効素材に複数
パスの伸線加工を施して、伸線材を作製した。ここでは、線径φ０．４５ｍｍまで伸線し
て得られた中間材に、４５０℃×１時間の条件で中間軟化処理を行った。上記中間軟化処
理後に伸線加工を施して、最終線径が線径φ０．３２ｍｍまた０．１６ｍｍの伸線材を作
製した。得られた伸線材に表２に示す条件で最終軟化処理（バッチ式）を行って、銅合金
線を得た。
【００９９】
　Ｂ工程について、具体的に説明する。まず、原料として、純度９９．９９％以上の電気
銅と、表２に示す各添加元素とを用意して、高純度のカーボン製坩堝に投入して真空溶解
し、表２に示す組成の合金溶湯を作製した。このとき、湯面を木炭片で十分に多い、湯面
が大気に接触しないようにした。得られた混合溶湯と高純度カーボン製鋳型とを用いて上
方引上連続鋳造法（アップキャスト法）により、断面円形状の鋳造材を作製した。得られ
た鋳造材にコンフォームおよび伸線加工を施して、線径φ０．３２ｍｍまで伸線した。な
お、コンフォームは時効析出と加工を兼ねる。続いて、伸線材に４５０℃×１時間の条件
で中間軟化処理を行った。上記中間軟化処理後に伸線加工を施して、線径φ０．１６ｍｍ
まで伸線し、最終線径がφ０．１６ｍｍの伸線材を作製した。得られた伸線材に連続式の
最終軟化処理を行って、銅合金線を得た。
【０１００】
　得られた銅合金線について、室温における引張強さ（ＭＰａ）、破断伸び（％）、導電
率（％ＩＡＣＳ）を試験例１と同様の方法で調べた。さらに母相の平均粒径を、以下の方
法で調べた。まず、横断面にクロスセクションポリッシャ（ＣＰ）加工を施して、この断
面を走査型電子顕微鏡（Ｓｃａｎｎｉｎｇ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ　Ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ：
ＳＥＭ）で観察した。任意の観察範囲の面積をその中に存在する粒子数で割った面積の相
当円の直径を平均結晶粒径とした。ただし、観察範囲は、存在する粒子数が５０個以上又
は横断面全体とした。
【０１０１】
　その結果を表２に示す。
【０１０２】
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【表２】

【０１０３】
　表２に示すように、Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．０２質量％以上０
．１質量％以下含み、母相の平均粒径が１０μｍ以上である試料Ｎｏ．２－１～Ｎｏ．２
－８のいずれも、導電性に優れ、高強度であり、伸びにも優れることが分かる。具体的に
は、試料Ｎｏ．２－１～Ｎｏ．２－８のいずれも、導電率が６０％ＩＡＣＳ以上であり、
引張強さが４００ＭＰａ以上（ここでは４５０ＭＰａ以上）であり、破断伸びが５％以上
（ここでは６％以上）である。
【０１０４】
　一方、上述の特定の組成を有していない試料、具体的には、Ｍｇの含有量が多過ぎる試
料Ｎｏ．２－１０１は、導電率が低過ぎることが分かる。Ｍｇが少な過ぎる試料Ｎｏ．２
－１０２や、Ｐが少な過ぎる試料Ｎｏ．２－１０３は、強度が低いことが分かる。また、
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ぎる試料Ｎｏ．２－１０４は、伸線途中で断線が発生したため、引張強さ、破断伸び、導
電率を測定していない。Ｍｇが少なく、Ｍｇ／Ｐが３．１の試料２－１０５は、伸びが小
さいことが分かる。Ｐが少なく、Ｍｇ／Ｐが４４．７の試料２－１０６は、導電率が小さ
いことが分かる。
【０１０５】
　［試験例３］
　以下のＡ’工程またはＢ’工程の製造工程で銅合金撚線を作製し、得られた銅合金撚線
の特性（端子固着力、耐衝撃性）を調べた。
【０１０６】
　Ａ’：試験例２のＡ工程の銅合金線の伸線（線径φ０．１６）→圧縮撚線（７本）→バ
ッチ軟化または連続軟化→絶縁押出（断面積０．１３ｍｍ２）
　Ｂ’：試験例２のＢ工程の銅合金線の伸線（線径φ０．１６）→圧縮撚線（７本）→連
続軟化→絶縁押出（断面積０．１３ｍｍ２）
　Ａ’工程について、具体的に説明する。まず、銅合金線として、試験例２のＡ工程で作
製した銅合金線を準備する。得られた銅合金線に伸線加工を施して、線径φ０．１６ｍｍ
まで伸線した。得られた伸線材を７本撚り合わせて、撚線を得た。該撚線に表３に示す軟
化条件で軟化処理を行って、銅合金撚線を得た。該銅合金線に、絶縁押出加工を施した。
絶縁押出加工では、該銅合金線の表面にポリ塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ：ｐｏｌｙｖｉｎｙ
ｌ　ｃｈｌｏｒｉｄｅ）を厚さ０．２ｍｍで押出した。絶縁押出加工後の銅合金撚線の断
面積は０．１３ｍｍ２であった。
【０１０７】
　Ｂ’工程について、具体的に説明する。まず、銅合金線として、試験例２のＢ工程で作
製した銅合金線を準備する。得られた銅合金線に伸線加工を施して、線径φ０．１６ｍｍ
まで伸線した。得られた伸線材を７本撚り合わせて、撚線を得た。該撚線に連続軟化処理
を行って、銅合金撚線を得た。該銅合金線に、絶縁押出加工を施した。絶縁押出し加工で
は、該銅合金線の表面にポリ塩化ビニル樹脂（ＰＶＣ：ｐｏｌｙｖｉｎｙｌ　ｃｈｌｏｒ
ｉｄｅ）を厚さ０．２ｍｍで押出した。絶縁押出し加工後の銅合金撚線の断面積は０．１
３ｍｍ２であった。
【０１０８】
　得られた銅合金線について、室温における端子固着力、耐衝撃性を調べた。
　端子固着力（Ｎ）の測定は、以下の手順で行った。まず、被覆電線の端部の絶縁被覆層
を剥いで、撚線を露出させる。この露出させた撚線に端子部を圧着する。汎用の引張試験
機を用いて、端子部を１００ｍｍ／ｍｉｎで引っ張ったときに端子部が抜けない最大荷重
（Ｎ）を測定し、この最大荷重を端子固着力（Ｎ）とした。
【０１０９】
　耐衝撃性は、以下の手順で算出した。被覆電線（評点間距離：１ｍ）の先端に錘を取り
付け、この錘を１ｍ上方に持ち上げた後、自由落下させる。このとき、被覆電線が断線し
ない最大の錘の重量（ｋｇ）を測定し、この重量に重力加速度（９．８ｍ／ｓ２）と落下
距離とをかけた積値を落下距離で割った値を耐衝撃性（Ｊ／ｍまたは（Ｎ／ｍ）／ｍ）と
して評価した。
【０１１０】
　その結果を表３に示す。
【０１１１】
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【表３】

【０１１２】
　表３に示すように、Ｍｇを０．２質量％以上１質量％以下、Ｐを０．０２質量％以上０
．１質量％以下含み、母相の平均粒径が１０μｍ以上である試料Ｎｏ．３－１～Ｎｏ．３
－８のいずれも、端子固着力および耐衝撃性に優れることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　本発明の端子付き電線及び本発明の電線は、種々の配線、特に自動車の配線に好適に利
用できる。本発明の銅合金線及び本発明の銅合金撚線は、種々の電線の導体、特に、自動
車用電線の導体に好適に利用できる。本発明の銅合金線の製造方法は、銅合金線の製造に
好適に利用できる。
【符号の説明】
【０１１４】
　１　銅合金線、１０，１０Ａ　銅合金撚線、１０Ｂ　銅合金撚線（圧縮線）、２０　電
線、２１　導体、２３　絶縁層、３０　端子部、３２　嵌合部、３４　ワイヤバレル部、
３６　インシュレーションバレル部、４０　端子付き電線、１００，１００Ｂ　素線
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